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富山県告示第206号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
アイン薬局富山
西店  

 
富山市婦中町下
轡田1019  

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
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富山県告示第207号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
ウエルシア薬局
黒部三日市店  

 
黒部市三日市
1272番地１  

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
  

 

 

富山県告示第208号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
ウエルシア薬局
砺波中神南店  

 
砺波市永福町５
番５号  

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
  

 

 

富山県告示第209号 

   指定自立支援医療機関の指定について 
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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
ウエルシア薬局
富山立山店  

 
中新川郡立山町
前沢2590番地５  

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
  

 

 

富山県告示第210号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
かもめ薬局吉島
店  

 
魚津市吉島 750 
-３  

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
  

 

 

富山県告示第211号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 
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したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
スギ薬局砺波総
合病院前店  

 
砺波市杉木一丁
目80番地１  

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
  

 

 

富山県告示第212号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
ひかり薬局大辻
店  

 
砺波市大辻601
番地  

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
  

 

 

富山県告示第213号 

   指定自立支援医療機関の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第54条第２項の規定により、指定自立支援医療機関として次のとおり指定 

したので、同法第69条第１号の規定により公示する。 
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  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定自立支援医療機関 
担当すべき自立
支援医療の種類 

病院又は診療所
において担当す
べき医療の種類 

指定年月日 
名 称 所在地 

 
ひまわり薬局上
経田店  

 
中新川郡上市町
上経田２－２－
１ 

 
精神通院医療 
  

  
令和３年４月１日 
  

 

 

富山県告示第214号 

   新規土地改良事業施行に関する適否決定及び書類の縦覧について 

 井田川水系土地改良区から申請のあった下新田２期地区の新規土地改良事業施行 

については、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用する 

同法第８条第１項の規定により、令和３年４月９日適当と決定したので、同条第６ 

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

  令和３年４月19日 

                       富山県知事  新 田 八 朗  

１  縦覧に供すべき書類 

  土地改良事業計画書の写し 

  定款の写し 

２  縦覧の期間 

  令和３年４月19日から 

  令和３年５月21日まで 

３  縦覧の場所 

  富山市役所 

 

 

富山県告示第215号 

   新規土地改良事業施行に関する適否決定及び書類の縦覧について 
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 立山町土地改良区から申請のあった泉地区の新規土地改良事業施行については、 

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用する同法第８条第 

１項の規定により、令和３年４月９日適当と決定したので、同条第６項の規定によ 

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

  令和３年４月19日 

                       富山県知事  新 田 八 朗  

１  縦覧に供すべき書類 

  土地改良事業計画書の写し 

  定款の写し 

２  縦覧の期間 

  令和３年４月19日から 

  令和３年５月21日まで 

３  縦覧の場所 

  立山町役場 

 

 

富山県告示第216号 

   県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営島地区土地 

改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次のとお 

り縦覧に供する。 

  令和３年４月19日 

                      富山県知事  新 田  八 朗  

１ 縦覧に供すべき書類 

  県営島地区土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧の期間 

  令和３年４月19日から 

  令和３年５月21日まで 

３ 縦覧の場所 
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  射水市役所 

教示 

 １ この土地改良事業計画（以下「計画」という｡)については、土地改良法第87 

  条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号)第14条第1項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の審 

  査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知 

  った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟において 

  富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴え 

  を提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起算 

  して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができま 

  せん。 
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公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所長から次のとおり公共測 

量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（用地測量） 

２ 作業期間 

  令和３年１月26日から令和３年５月31日まで 

３ 作業地域 

  富山県下新川郡朝日町境 地内 
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基本測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第14条第１項の規定により、国土地理院長から 

次のとおり基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公 

示する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  基本測量 （航空重力測量） 

２ 作業期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月31日まで 

３ 作業地域 

  県内全域 

 

 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和３年４月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

射水市北高木250番７   
射水市北野1417番地 
D-room大樹202 

横山 祐樹 
横山 枝里子 

南砺市高宮5251番及び
5252番   南砺市高宮1248番地 

農事組合法人
富山あんぽ柿
共同加工セン
ター 
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